
事業計画の概要 

１ 事業者の情報  

（１）事業者 

株式会社アラエ商会 代表取締役 ⾦⼦豊久 

住所：東京都江⼾川区篠崎町２丁⽬３２番２号 

電話番号：０３−５６６６−７８１１ 

（２）現場責任者になる予定の者 

  製造部⻑ 箱崎眞⼀ 

  営業部⻑ 阪野孝義 

  電話番号：０４７−４９５−５５８１ 

２ 事業場の情報 

  所在地：船橋市潮⾒町２０番４，２０番５ 

  敷地⾯積：（実測）9,022 ㎡ 

  事業場内の建築物等：２棟（事務所）（倉庫） 

  詳細は別紙図⾯のとおり 

  ※敷地内は全⾯コンクリート舗装 

３ 事業の概要 

  ※フローチャートは標準作業書のとおり 

  Ｈ鋼・その他の⾦属類→収集業者が搬⼊→場内に積み上げ保管 

→加⼯等は⾏わずに海外への輸出もしくは国内の売却先に納品 

  【既存事業者】①創業平成２年 

         ②事業内容の変更無し 

   

 



主な取引先 

  【仕⼊先】株式会社タニヒラ 

       リバー株式会社 

       ⽥⼝⾦属株式会社 

       有限会社Ｒカンパニー 

       武蔵野⾦属株式会社 

  【納⼊先】⽇本製鉄株式会社 

       東京製鉄株式会社 

       現代製鉄（韓国企業） 

       共英製鋼株式会社 

       株式会社伊藤製鉄所 

４ 取扱物品（特定再⽣資源の区分） 

  ・Ｈ鋼（⾦属スクラップ） 

  ・その他の⾦属類（⾦属スクラップ） 

５ 保管の⽅法  

（１）保管の場所ごとの情報 詳細は別紙のとおり 

保管の
場所 

位置 ⾯積 
（実測） 

特定再⽣資源の区分 保管の⾼さ（最⾼） 

Ａ１ 別紙図⾯のとおり 470 ㎡ ⾦属スクラップ 5.0m 
Ａ２ 別紙図⾯のとおり 470 ㎡ ⾦属スクラップ 5.0m 
Ａ３ 別紙図⾯のとおり 470 ㎡ ⾦属スクラップ 5.0m 
Ａ４ 別紙図⾯のとおり 470 ㎡ ⾦属スクラップ 5.0m 
Ｂ 別紙図⾯のとおり 648 ㎡ ⾦属スクラップ 4.5m 
Ｃ 別紙図⾯のとおり 348.5 ㎡ ⾦属スクラップ 7.5m 

 

 



（２）保管の作業の⽅法及び⼿順 

   保管の場所ごとに、標準作業書のとおり 

（３）積み上げる作業の⽤に供する機械の種類、数量及び能⼒ 

機械 機械の種類 使⽤するアタッチメント等 形式等 
①  油圧ショベル リフティングマグネット コベルコ建機社製 

SK350DLC10 
②  油圧ショベル リフティングマグネット コベルコ建機社製 

SK260DLC9 
③  油圧ショベル リフティングマグネット コベルコ建機社製 

SK350DLC9 
④  油圧ショベル グラップルバケット コベルコ建機社製 

SK500DLC9 
⑤  油圧ショベル グラップルバケット コベルコ建機社製 

SK500DLC10 
 詳細は別紙のとおり 

６ 破砕等の⽅法 

  ※当事業所では「破砕」「切断」「圧縮」「洗浄」等の作業を⾏わない。 

 



 

  

標 準 作 業 書 

［特定再生資源屋外保管業］ 

株式会社アラエ商会 （船橋営業所） 

令和８年８月２８日 

この標準作業書は、特定再生資源屋外保管事業場内に常備し、従

業者に周知を徹底するものとする。 

 外国人従業者についても、標準作業書の内容が分かるような翻訳

版を用意し、作業の方法等を実際に示して確認させることによっ

て、周知を徹底する。 
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１ 特定再生資源屋外保管業の標準作業 

（１）フローチャート（作業の流れ） 

   ※別添のとおり 

 

（２）受取の作業の方法等 

  ア 作業手順 

   ①事業場入口の台貫で重量を計量する。 

   ②取り扱うことができる物品以外のものを誤って受け取らないため、必ず受取時に

検査を行う。 

    受取時の検査は、原則として従業者の目視確認により行う。 

    内容物が一見して分からないものが混在している場合は、展開検査を実施する。 

   ③所定の保管の場所に移動し、荷卸しを行う。 

   ④取引台帳に、受取の都度、取引の内容を記録する。 

 

  イ 注意事項 

    受取の作業に当たっては、以下の点に注意する。 

   ・ 所定の作業時間以外には、受取作業は行わない。 

   ・ 目視確認、展開検査によってH鋼及びその他の金属類（以下「金属スクラップ

類」という）のみ受取る。金属スクラップ類以外の物が混在していた場合は、積

載物全ての受取を拒否する。また、水分、油分が付着しているものについても同

様に受取を拒否する。 

   ・ 保管の高さ等の基準を超過する可能性がある場合には、受取をしない。    

 

（３）保管の作業の方法等 

  ア 共通事項 

    保管の作業に当たっては、以下の点に注意する。 

   ・ 所定の作業時間以外には、保管の作業は行わない。 

   ・ 所定の保管の場所以外では、保管物の保管は行わない。 

   ・ 保管の場所ごとに定めた保管区分及び保管方法を遵守して保管をする。 

  イ 保管の場所（一覧） 

保管の
場所 

位置 ⾯積 
（実測） 

特定再⽣資源の区分 保管の⾼さ（最⾼） 

Ａ１ 別紙図⾯のとおり 470 ㎡ ⾦属スクラップ 5.0m 
Ａ２ 別紙図⾯のとおり 470 ㎡ ⾦属スクラップ 5.0m 
Ａ３ 別紙図⾯のとおり 470 ㎡ ⾦属スクラップ 5.0m 
Ａ４ 別紙図⾯のとおり 470 ㎡ ⾦属スクラップ 5.0m 
Ｂ 別紙図⾯のとおり 648 ㎡ ⾦属スクラップ 4.5m 
Ｃ 別紙図⾯のとおり 348.5 ㎡ ⾦属スクラップ 7.5m 
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  ウ 積み上げる作業の用に供する機械（一覧） 

機械 機械の種類 使⽤するアタッチメント等 形式等 
①  油圧ショベル リフティングマグネット コベルコ建機社製 

SK350DLC10 
②  油圧ショベル リフティングマグネット コベルコ建機社製 

SK260DLC9 
③  油圧ショベル リフティングマグネット コベルコ建機社製 

SK350DLC9 
④  油圧ショベル グラップルバケット コベルコ建機社製 

SK500DLC9 
⑤  油圧ショベル グラップルバケット コベルコ建機社製 

SK500DLC10 
 

  エ 保管の場所ごとの作業手順及び生活環境の保全上の支障の発生の防止の方法 

    保管の場所Ａ・保管の場所Ｂ・保管の場所Ｃ  

     ①保管する特定再生資源の区分  

金属スクラップ（油分・水分の付着がないもの） 

      受入不可物の選別 

     ②保管の作業の具体的な方法及び手順 

      作業時間：午前８時から午後４時 

      積み上げる作業の用に供する機械の使用状況：受入物により作業に適した 

アタッチメントを装着した機械を使用する。 

展開検査により受入物を選別する。 

      保管物の積み上げ方：規定以内の高さで保管物を積み上げる。 

 

（４）破砕等の作業の方法等 

   破砕、溶断等の加工、洗浄作業は行わない。 

 

（５）引渡しの作業の方法等 

  ア 作業手順 

   ①所定の保管の場所に移動し、積込みを行う。 

   ②事業場入口の台貫で重量を計量する。 

   ③取引台帳に、引渡しの都度、取引の内容を記録する。 

 

  イ 注意事項 

    引渡しの作業に当たっては、以下の点に注意する。 

   ・ 所定の作業時間以外には、引渡し作業は行わない。 
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２ 特定再生資源屋外保管事業場の維持に関する計画 

（１）維持管理計画 

 点検箇所・ポイント 点検時期（頻度） 維持管理の方法 

囲い ①変形又は破損 

外周：毎日 

（始業時・終業時）

内周：保管物搬出後

①補修（→補強工事等） 

 補修の際に保管物がある 

場合は一時退避場所Ｙに 

移動 

底面舗装 

①ひび割れ 

②鋼板の隙間 

③油膜 

①②毎日 

（始業時・終業時）

③随時 

①②補修 

③油膜の拭取り 

油水分離装置 

①槽内の油 

②槽内の汚泥・堆積物 

③降雨予想時の確認 

①随時 

②毎週（土曜日） 

③降雨予想時 

①回収 →廃棄物として処理

②汚泥・堆積物の除去 

③槽内の確認、適宜回収 

排水溝 
①破損等 

②ごみ・異物 

①毎週（土曜日） 

②随時 

①補修 

②撤去・清掃 

標識 ①破損等 ① 毎週（土曜日） ② 補修 

油圧ショベル 

① 車両全体 

② バッテリ－ 

③ エンジン周り 

④ クーラント 

⑤ 燃料タンク 

⑥ セパレータ、フィル

タ類 

⑦ 手摺、足場 

⑧ エンジン音 

⑨ 作業装置 

⑩ 各種ホース等 

⑪ シリンダ 

⑫ グリスアップ 

①～⑥始業前 

⑦～⑫エンジン始動

後 

①～⑫補修・補充・清掃 

 

（２）囲いの維持管理の方法 

  ・ 外周から毎日、始業時及び終業時に、異常がないことを目視で点検する。 

・ 内周は保管物搬出後に随時点検を行う。 

  ・ 囲いに変形又は破損が認められたときは、直ちに応急の補修を行う。このとき、

崩落の危険がある場合には、直ちに当該囲いに荷重がかかる保管物を崩落の危険が

ないよう荷重がかからない位置まで移動させる。 
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  ・応急補修が内周から必要な場合は、保守用通路上の保管物を、一時退避場所Ｙに移

動して行う。 

  ・ 囲いの補強工事等を行う場合は、事業場の構造の変更に該当することがあるため、

直ちに県に報告し、確認を受けてから施工する。 

 

（３）底面舗装の維持管理の方法 

  ・ 毎日、始業時及び終業時に、異常がないことを目視で点検する。 

  ・ 油膜が底面に溜まっていることを確認したときは、できるだけ水で流すことなく、

随時、拭取りにより清掃する。 

  ・ 底面舗装に破損等（コンクリートのひび割れ、鋼板の破断、鋼板溶接部の隙間の

発生など）が認められたときは、直ちに応急の補修を行う。 

 

（４）油水分離装置の維持管理の方法 

  ・ 油水分離装置の各槽の上には、物を置かない。 

  ・ 各槽には、吸着マットを浮かべ、浮遊油を除去する。 

  ・ （１）の計画に基づいて、定期的な点検を行う。点検は、各槽の蓋を開け、目視

で油の状況を確認することにより行う。 

  ・ 各槽の状況に応じて、随時、吸着マットの交換や、ひしゃくでの汲取り等により、

各槽内の油を回収し、廃棄物（廃油）として適正に処理する。 

  ・ 定期的に、各槽内に溜まった汚泥・堆積物を除去する。 

  ・ 天気予報により降雨が予想されるときは、事前に各槽内を確認し、流入量の増加

によって、溜まっている油等が場外に溢れないように、通常の点検スケジュールに

かかわらず、あらかじめ、油の回収や、汚泥・堆積物の除去を行う。 

 

（５）排水溝の維持管理の方法 

  ・ （１）の計画に基づいて、定期的な点検を行う。 

  ・ 排水溝に破損等が認められたときは、直ちに応急の補修を行う。 

  ・ ごみや異物によって排水溝のつまりが生じていないか、随時、目視で確認する。

ごみや異物がある場合、その都度、撤去・清掃を行う。 

（６）標識の維持管理の方法 

  ・ 標識に汚損、破損等がないか、定期的に目視で点検する。 

  ・ 汚損、破損等により、記載事項が判読できなくなりそうなときは、速やかに補修

するか、作り直しを手配する。 

  ・ 標識の記載事項に変更があるときは、県への必要な手続を行った後で、速やかに

書換えを行う。 

 

（７）油圧ショベル（機械）の点検・整備の方法 

  ・始業時に、周囲から目視し、破損等の有無を確認する。 
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  ・破損等が確認された場合は、作業に使用せず、メーカー担当者と直ちに連絡をとり

修理の依頼を行う。 

  ・整備は、定期的にメーカーにて行う。 

 

３ 適正実施のための措置 

（１）作業全般に係る遵守事項 

   作業に当たっては、以下の事項を遵守する。 

  ・ 事業計画において定めた保管の場所以外で、保管の作業を行わない。 

  ・ この標準作業書に定めのない作業方法を取らないこと。特に、高所から保管物を

落下させて破砕するなど、囲いや底面舗装に強い衝撃を与え、また、著しい騒音・

振動を発生させるような危険な作業は行わない。 

  ・ 作業時間は、８時から１６時までとする。また、日曜日・祝日は、全ての作業を

行わない。 

  ・ 上記の時間帯にかかわらず、保管の作業に用いる重機等や、破砕機等については、

稼働時間ができるだけ短時間になるよう、効率の良い作業計画の作成に努める。 

  ・ 現場責任者が事業場を不在にしている時間は、全ての作業を行わない。 

 

（２）火災予防上の措置 

   当事業所は、諸規定を遵守した危険物の取扱を行う。 

   労働安全衛生法に従い、ガス溶断作業の作業主任者を選任する。 

   船橋市火災予防条例に該当する行為を行うときは条例に従い速やかに手続きを行う。 

 

  ア 危険物への対応 

   ①貯蔵・取扱いをする危険物の品名 

    経常での取扱の予定なし 

   ②管理者の選任 

    次のとおり、危険物の取扱いに関する管理者を選任する。 

    危険物管理責任者：箱崎眞一 

 

   ③消火設備の配置等 

    別図のとおり。 

 

   ④危険物の貯蔵及び取扱い 

    危険物を保管する必要が突発的に生じた場合は、消防法及び船橋市火災予防条例

に従い、貯蔵及び取扱いを行う。 

 

  イ 指定可燃物への対応 

   ①貯蔵・取扱いをする指定可燃物の品名 
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    ・原則として保管しない。 

 

   ②船橋市火災予防条例への対応 

    事業場内の指定可燃物については、船橋市火災予防条例の指定可燃物の貯蔵及び

取扱いの技術上の基準等に従って、貯蔵及び取扱いを行う。 

 

  ウ 高圧ガス保安法への対応 

    アセチレン等可燃性ガスと酸素を使用して溶接・溶断作業（補修作業に限る）を

行うに当たっては、高圧ガス保安法の貯蔵方法に係る技術上の基準及びその他消費

に係る技術上の基準に従って、貯蔵及び消費を行う。 

 

  エ 労働安全衛生法への対応 

    次のとおり、作業主任者を選任する。 

    作業主任者：箱崎 眞一 

 

  オ 火災発生時の対応 

    「４ 事故時の措置」に基づいて、適切に対応する。 

 

（３）汚水対策の措置 

   汚水が発生する作業は原則行わない。仮に汚水が生じた場合、必ず標準作業書に定

める作業方法を行い、設備の維持管理をすることに加え、以下の事項を遵守する。 

  ・現に事業場外への排水に油等の浮遊や、烈しい濁り、着色等の異常が認められるよ

うな場合には、直ちに水を使用する作業を中止し、県に報告する。 

   また、原因を特定するため、自主的に水質検査を実施し、県に報告するとともに、

有効な対策が講じられるまで、水を使用する作業は再開しない。 

 

（４）従業者の教育 

  ア 標準作業書に基づく教育 

   ・ この標準作業書に基づいて、アルバイトを含めた全従業者に必要な教育を行う。 

   ・ 現場責任者については、この標準作業書の内容を全て説明できる程度の理解が

求められるため、特に重点的に教育を行い、定期的な理解度の確認を実施する。 

 

  イ 訓練の実施 

   ・ アルバイトを含めた全従業者を参加させ、定期的（毎月）に次の内容の訓練を

実施し、その結果を記録する。 

    ①標準作業書に基づく各作業の方法の確認 

    ②異常が発生したときの情報伝達の訓練、緊急時の通報体制の確認 

    ③危険物等の取扱方法の確認 
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    ④地域住民等から苦情、要望等の申入れがあったときの対応方法の確認 

 

  ウ 多言語対応 

   ・ 外国人従業者についても、この標準作業書や事業場内の掲示等の意味を正しく

把握できるよう、必要に応じて外国語を併記し、十分な教育を行う。 

 

（５）廃棄物の処理 

   事業活動に伴って発生する産業廃棄物は、標準作業書にのっとる作業を行うと、通

常では発生しないが、万一発生した場合については、廃棄物処理法に基づき、産業 

廃棄物処理業の許可業者に委託して、適正に処理する。 

   ①産業廃棄物を一時的に保管する場所 

    配置図のとおり。 

   ②収集・運搬の委託先 

    委託先：有限会社Ｒカンパニー 

        埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田字道下３１８ 

        （千葉県許可番号 ０１２００１１１７１９） 

   ③中間処理の委託先 

    委託先：株式会社ハセガワ 

        千葉県習志野市大久保１丁目６番２号 

        （千葉県許可番号 ０１２２００３２２６８） 

 

（６）その他の措置 

   騒音、振動が過度に発生しないように作業等を注意して行う。  
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４ 事故時の措置 

（１）事故等の対応 

  ・ 緊急通報 

   火災が事業場で発生したときは、直ちに、消防（119）に通報する。 

   事故等で救急搬送が必要な負傷者が発生したときは、救急（119）に通報する。 

  ・ 県への連絡等 

   火災を含む事故等が発生したときは、現場責任者から千葉県環境生活部ヤード・ 

残土対策課金属スクラップヤード対策班（043-223-3275）に電話で状況報告をする。 

   また、県から応急措置等の指示があった場合は、現場責任者を中心に適切な措置を

講じる。 

 

（２）連絡通報表 

   次に掲げる連絡通報表を事業場内の見やすい場所及び事務所に掲示する。 

  
第一発見者 

現場責任者 

（本社） 

株式会社アラエ商会 

03-5666-7811 

船橋市消防局 

047-435-1112 

①製造部長 箱崎眞一（携帯電話：080-5521-3541） 

②営業部長 阪野孝義（携帯電話：090-7947-2088） 

 

船橋警察署生活安全課 

047-435-0110 

船橋労働基準監督署 

047-431-0196 

船橋市役所環境保全課 

047-436-2404 

千葉県葛南地域振興事務所地域環境保全課 

047-424-8092 

千葉県環境生活部ヤード・残土対策課 

金属スクラップヤード対策班（043-223-3275） 
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５ 事業場の配置図 

  別紙のとおり 



施設平⾯図 

⾬⽔排⽔路 ◆ 樹⽊ 油⽔分離槽★ 990mm×1790mm
●廃棄物置き場

汚⽔排⽔路 ⾨扉（施錠） 油⽔分離槽★ 中央地区1号線臨港道路
◆

◆ WC 消⽕設備 ◆ ◆ 歩道 2.0m
◆ wc 事務所 ● 7.0m保管場所C

31.0m
◆ 30.0m 4.0m

⾨扉（施錠）
By

（⾬⽔）傾斜 歩道 船橋市認定道路
歩道 ◆ （⾬⽔）傾斜 Bx 09-008

船橋市認定道路 ◆ 18.0m
09-007 ◆ 1y 2y 保管場所Ｂ

23.5m 23.5m 36.0m
20.0m 1x 2x 20.0m
A1 Ａ２ 保管場所の鋼⽮板囲い

3y （⾬⽔）傾斜 4y

23.5m 23.5m ※

排
⽔
溝

倉庫

20.0m 3x 4x 20.0m 敷地内は前⾯コンクリート舗装
Ａ３ Ａ４ ※

保管場所Ａ 周囲はコンクリートブロックとスチールフェンス囲い

★

marin
線

marin
線

marin
タイプライターテキスト
隔離距離15m

marin
タイプライターテキスト
隔離距離15m
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